
１．実施市町村
   （１）　令和２年度からの第５期対策は、県内２５市町村のうち、２２市町村において取組が行
       われました。

　令和５年度中山間地域等直接支払制度の実施状況　
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２．協定締結面積等
   （１）  協定数
           令和５年度は４８７協定で取組が行われました。このうち、集落協定は４８３協定で、個別
        協定は４協定となっています。
           県内では、第４期対策(H27～R1)から 第５期対策(R2～R6)へ移行する際に高齢化や
       担い手不足による継続への不安等により６４の協定が減少しましたが、新たに活動に取り組
　　　む協定がありました。

[協定数]

   （２）  協定締結面積
           令和５年度の協定締結面積は９，８９２ｈａとなり、前年度から3ｈａ減少しました。

［地目・基準別実施面積］

田

畑

草地

採草放牧地

合計

※　端数処理により一部計が合致しないものがあります。

※１ 急傾斜（田：1/20以上、畑・草地・採草放牧地：15°以上）
※２ 緩傾斜（田：1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地：8°以上15°未満）

30年度 元年度 2年度 ３年度 ４年度 ５年度 前年増減

集落協定 541 541 479 480 482 483 1

個別協定 6 6 4 4 4 4 0

合計 547 547 483 484 486 487 1

（ｈａ）
地目・基準 H30 R1 R2 R３ R４ R５ 前年増減

10,346 10,337 9,731 9,766 9,817 9,813 -4

急傾斜 2,191 2,189 1,974 1,975 1,969 1,970 1

緩傾斜 8,140 8,133 7,742 7,775 7,833 7,828 -5
小区画・不整形 15 15 15 15 15 15 0

33 33 29 29 29 30 0

急傾斜 14 14 9 9 9 9 0

緩傾斜 19 19 20 20 20 20 0

32 32 32 32 32 33 1

急傾斜 8 8 8 8 8 9 1

緩傾斜 24 24 24 24 24 24 0

17 17 17 17 17 17 0

急傾斜 8 8 8 8 8 8 0

緩傾斜 9 9 9 9 9 9 0

10,429 10,419 9,809 9,844 9,895 9,892 -3

急傾斜 ※１ 2,221 2,219 1,999 2,000 1,994 1,996 2

緩傾斜 ※２ 8,193 8,186 7,795 7,829 7,886 7,881 -5
小区画・不整形 15 15 15 15 15 15 0
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   （３）  協定参加者、交付金額
           全協定（集落協定及び個別協定）の協定参加者は１万人余りとなり、県内の全協定に支
        払われた交付金の総額は、約１０億４百万円となりました。なお、１協定あたりの参加者は
        ２１人、実施面積２０ｈａ、交付額２，１５０千円となり、１人あたりの交付額は１０万３千円とな
        っています。

［協定数、参加者数、実施面積、交付金額］

※　端数処理により一部計が合致しないものがあります。

   （４）  対象農用地に対する交付面積率等
           本年度の対象農用地面積に対する交付面積率は県全体で８６％となっており、地目別
        の交付面積率を見ると田が８７％に対して、畑が１４％と取組が低い状況です。   
        　なお、基準別では、緩傾斜地における取組が多い状況です。

［対象農用地面積、交付面積率］

畑

草地

採草放牧地

合計

※　端数処理により一部計が合致しないものがあります。

（ｈａ、千円）
１協定あたり １人あたり

参加者数 面積 額 面積 額

個別協定 4 8 48 1,866 2.0 12.1 467 6.04 233

集落協定 479 10,204 9,760 1,035,008 21.3 20.4 2,161 0.96 101

483 10,212 9,808 1,036,874 21.1 20.3 2,147 0.96 102

233

集落協定 480 9,980 9,796 1,039,572 20.8 20.4 2,166 0.98 104

2年度計

３年度計 484 9,988 9,844 1,041,438 20.6 20.3 2,152 0.99 104

個別協定 4 8 48 1,866 2.0 12.1 467 6.04

個別協定 4 4 48 1,866 1.0 12.1 467 12.08 467

集落協定 482 10,121 9,847 1,042,899 21.0 20.4 2,164 0.97 103

486 10,125 9,895 1,044,766 20.8 20.4 2,150 0.98 103

475

集落協定 483 10,081 9,843 1,041,366 20.9 20.4 2,156 0.98 103

４年度計

４年度計 487 10,085 9,892 1,043,264 20.7 20.3 2,142 0.98 103

個別協定 4 4 49 1,898 1.0 12.3 475 12.25

（ｈａ）

田 11,244 9,817 87% 11,235 9,813 87%

交付
面積率

５年度対象
農用地面積

５年度
実施面積

交付
面積率

急傾斜 2,521 1,969 78% 2,521 1,970 78%
緩傾斜 8,708 7,833 90% 8,699 7,828 90%
小区画 15 15 98% 15 15 98%

211 29 14% 211 30 14%
急傾斜 139 9 7% 139 9 7%
緩傾斜 72 20 28% 72 20 28%

32 32 100% 33 33 100%
急傾斜 8 8 100% 9 9 100%
緩傾斜 24 24 100% 24 24 100%

17 17 100% 17 17 100%
急傾斜 8 8 100% 8 8 100%
緩傾斜 9 9 100% 9 9 100%

11,504 9,895 86% 11,496 9,892 86%
急傾斜 2,676 1,994 75% 2,677 1,996 75%

緩傾斜 8,812 7,886 89% 8,804 7,881 90%

小区画 15 15 98% 15 15 98%

区分
協定
数

参加
者数

実施
面積

交付額

2
年
度

３
年
度

４
年
度

５
年
度

地目・基準
４年度対象
農用地面積

４年度
実施面積
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３．集落協定活動の動向
   （１）  面積規模別集落協定数
           面積規模で見ると、２０ｈａ以上５０ｈａ以下の協定が１２１協定（２５％）で最も多くなってお
        り、２０ｈａ以下の協定が３２１協定で全体の約７割（６６％）を占めます。２０ｈａを超える協定
        は１６２協定（３４％）となっていますが、面積でみると全体取組面積の７３％となっています。

［面積規模別協定数・面積・割合］

協定数

協定数の割合

面積計

面積計の割合

   （２）  協定参加者数別集落協定数
           協定参加者数で見ると、２０人以下の協定が２９５協定で全体の約６１％を占めています
        が、２０人を超える協定が１８８協定（全協定数の３９％）あり、参加者数は全参加者数の
        ７２％を占めています。

［参加者数規模別協定数・参加者数・割合］

協定数

割合

参加者数（人）

割合

平均参加者数

   （３）  集落協定の活動内容
           全ての集落協定に定められている「農業生産活動として取り組むべき事項」には、必須事
        項（農業生産活動等）と選択的必須事項（多面的機能を増進する活動）があります。
           必須事項は、更に「耕作放棄の防止等の活動」と「水路、農道等の管理活動」の２種類が
        ありますが、そのうち「耕作放棄の防止等の活動」として「農地の法面管理」を行っている協
        定が４４５協定（９３％）と最も多く、次に「賃借権設定・農作業の委託」の２３６協定（４９％）と
        なっています。

面積区分(ha) ～5 ～10 ～20 ～50 ～100 ～400 400～ 全体

113 95 113 121 33 8 0 483

23.4% 19.7% 23.4% 25.1% 6.8% 1.7% 0.0% 100.0%

354 694 1,625 3,750 2,184 1,236 0 9,843

3.6% 7.1% 16.5% 38.1% 22.2% 12.6% 0.0% 100.0%

参加者区分（人) ～5 ～10 ～20 ～30 ～50 ～100 101～ 全体

113 40 142 89 65 28 6 483

8.3% 29.4% 18.4% 13.5% 5.8% 1.2% 100.0%

142 747 1,967 2,113 2,445 1,873 818 10,105

1.4% 7.4% 19.5% 20.9% 24.2% 18.5% 8.1% 100.0%

1.3 18.7 13.9 23.7 37.6 66.9 136.3 20.9

23.4%

21(3%)

14(3%)

32(7%)

235(49%)

444(92%)

19(4%)

14(3%)

32(7%)

236(49%)

445(92%)

0 100 200 300 400 500

その他

担い手の確保

簡易な基盤整備

賃借権設定・農作業の委

託

農地の法面管理

Ｒ５
Ｒ４

耕作放棄の防止等の活動
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           また、「水路、農道等の管理活動」では、４８２協定（100％）で「水路の管理」を、４８２協定
        （100％）で「農道の管理」を行っています。

           選択的必須事項（多面的機能を増進する活動）は、「国土保全機能を高める取組」、「保
        健休養機能を高める取組」、「自然生態系の保全に資する取組」があります。
           具体的な取組活動としては、「周辺林地の下草刈り」が３００協定（６２％）と最も多く、次に
        多いのが「景観作物の作付け」で１６８協定（３５％）となっています。

0

475(99%)

481(100%)

0

482(100%)

482(100%)

0 100 200 300 400 500 600

その他の施設の管

理

農道の管理

水路の管理
Ｒ５

Ｒ４

水路、農道等の管理活動

13(3%)

8(2%)

13(3%)

164(34%)

301(63%)

14(3%)

1

2

9(2%)

13(3%)

168(35%)

300(62%)

0 50 100 150 200 250 300 350

その他活動

体験民宿（グリーン・

ツーリズム）

市民農園等の開設・運

営

魚類・昆虫類の保護

堆きゅう肥の施肥等

景観作物の作付け

周辺林地の下草刈り

Ｒ５

Ｒ４

多面的機能を増進する活動
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   （４）  集落戦略について

        
       
           
       

      　
　　　　

集落戦略の作成状況

集落の現状の把握状況（集落の話し合いにより把握した数）

今後の対応の方向性（集落の話し合いにより把握した数）

　第５期対策（令和２年度）から、 集落における話し合いにより農業生産活動等を継
続する上での課題を絞り込み、対応策の方向性を明確化することを重要視し、体制
整備単価の交付を受ける要件が「集落戦略の作成」に一本化されました。
　令和５年度は、438協定でこの体制整備の活動に取り組んでおり、対策４年目を
迎え、集落戦略を市町村へ提出したのがも268協定となり（R4_162協定）過半数を
超えました。 一方話し合いを継続している協定が２割程度あるため、合意形成に向
けた進捗管理が必要となっています。

95(22%)

75(17%)

268(61%)

0 100 200 300

集落において話し合いを継続中

市町村からの指導助言を受けながら作成中

集落の合意形成を図り市町村へ提出

84
71

64 122

67
73

18
9

68
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130

耕作条件の悪い農地がある

水路・農道等の管理が過重な負担

耕作を継続したいが、農業所得が低い

担い手による耕作を継続

担い手による全農地の委託は困難

担い手が確保できていない

鳥獣被害が深刻

集落の自治（コミュニティ）機能が低下

その他

111
55

30
8
11

35
25

3
11

23
0 10 20 30 40 50 60

協定内で担い手を育成・確保

協定外で担い手を確保

基盤整備等により耕作条件を改善

農産物の高付加価値化により所得向上

新たな作物の導入により所得向上

省力化技術等により労働負担の軽減

耕作継続が困難な農用地の林地化

放牧利用による農用地の管理

鳥獣被害防止対策の実施

集落の自治（コミュニティ）機能の強化
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   （５）  交付金の使途
           令和5年度の１協定当たりの交付金の使途は、個人配分が６１％、共同取組活動が３９％
        となっています。
           共同取組活動の内訳は農道・水路の管理費が２０％、農地管理費４％、多面的機能増進
        活動費２％、役員報酬５％、積立やその他経費８％となっています。

４．個別協定の概況
           個別協定は、全てを認定農業者等が引き受けており、草地及び採草放牧地が８７％を占
        めています。

［協定数］

［地目別面積］

協定数 4 4 3 1 0 0 0

実施
市町村

個別
協定 認定農

業者等
農業生
産法人

任意
組織

第３
セクター

その他

面積(ha) 49 49 14 35 0 0 0

地目 田 畑 草地
採草

放牧地
計

面積(ha) 6 0 26 17 49

割合 13% 0% 53% 34% 100%

61%

61%

17%

20%

4%

4%

1%

2%

3%

2%

5%

5%

2%

1%

3%

3%

6%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

４年度

5年度

個人配分 農道・水路管理費 農地管理費

共同利用機械購入等費 多面的機能増進活動費 役員報酬

研修会等費 積立等 その他

共同取組活動

交付金の使途

個人配分
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５．市町村別実施状況

［令和５年度市町村別協定数、協定面積、交付金額］

※　端数処理により一部計が合致しないものがあります。

(人、ha、千円)
令和４年度実施状況

集落協定 個別協定 全体

鹿角市 8 187 107 22,614 0 0 0 107 22,614

市町村
協定数 参加人数 協定面積 交付金額 協定数 協定面積 交付金額 協定面積 交付金額

大館市 6 182 98 9,806 1 8 749 106 10,555

小坂町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 117 92 19,053 0 0 0 92 19,053

625

上小阿仁村 12 100 97 9,538 0 0 0 97 9,538

北秋田市

藤里町 4 21 16 3,459 1 2 183 19 3,642

能代市 1 7 3 625 0 0 0 3

八峰町 2 75 77 8,340 0 0 0 77 8,340

三種町 24 358 268 22,600 0 0 0 268 22,600

2 52 30 3,178 0 0 0 30 3,178

1,410

男鹿市 11 48 48 5,462 0 0 0 48 5,462

秋田市

五城目町 2 13 8 1,617 0 0 0 8 1,617

潟上市 4 28 20 1,410 0 0 0 20

井川町 6 40 46 3,517 1 4 312 50 3,829

八郎潟町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

151,508

由利本荘市 161 3,812 4,541 453,995 0 0 0 4,541 453,995

大潟村

大仙市 1 13 7 1,216 0 0 0 7 1,216

にかほ市 24 549 909 151,508 0 0 0 909

美郷町 3 71 49 8,485 0 0 0 49 8,485

仙北市 12 151 113 10,549 0 0 0 113 10,549

61 994 630 56,979 0 0 0 630 56,979

33,579

湯沢市 82 2,496 1,955 181,818 0 0 0 1,955 181,818

横手市

東成瀬村 16 383 296 32,019 1 35 654 331 32,672

合計 483 10,105 9,843 1,041,366 4 49 1,898 9,892 1,043,264

羽後町 27 408 432 33,579 0 0 0 432
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